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EY新日本有限責任監査法人

会社法第 426条 第 1項の規定に
あった者を含む。)

よって免除することがで

会社法第 426条 第 1
あった者を含む。)

よって免除すること

令和  1年  6月 25

当会社は、会社法第 427条 第 1項の規定により、取締役
である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによ
る契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく
00万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のレ

令和 1年  6月 25日変更  令和 1年・

2031年 満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に付

0個
目的たる株式の種類及び数又は

種類及び内容

(単元株式数 100株 )
数

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を

面金額の総額 (2000億 円)を下記記載の転換価額で
し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金によ̀

|

い。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生す
単元未満株式は単元株式を構成する株式と
権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金に
レヽ。

(ハ)転換価額は、
■ (手)転換価額は、

る場合、下記の算式により

は

レヽう。

既発行

株式数  +
= 調整前 ×
転換価額 既発行株式数十

また、転換価額は、当社普通

社普通株式の時価を下回る価額をもって

株予約権 (新株予約権付社債に付されるものを

合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整され

募集新株予約権の払込金額若しくは

当初、 397.2円 とする。

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
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横浜市神奈川区宝町 2番地

整理番号 ヤ 666198 下線のあ るものは抹消事項であ るこ とを示す。 6/7

日産自

して出資される

本新株予約権の行使に際しては、

万円)を出資するものとし、

各新株予約権の行使に際し

しては、

)を出資するものとし、

を行使することができる期間
年 8月 8日 か ら 2031年 7

“

Ъ詠 在債が預託された場所における現地時間｀ビリ｀。=但 :し、
:約権付社債の要項記載の (イ )ク リーンアップ条項による繰上
税制変更による繰上償還、 (ハ)組織再編等による繰上償還、 (手)上
止等による繰上償還及び (ホ)ス クイーズアウトによる繰上
償還日の東京における 3営業日前の日まで (但し、上記 (口 )|
る繰上償還において繰上償還を受けないことが選択さ

株予約権を除く。)、

債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が

付社債の要項記載の主支払 。

まで、

る時まで、ま

も、2031年 7月 1日
れた場所における現地時間)よ り

らず、当社の組織再編等

窟黒7寧 :ξξ宮ゝ得彎国堰藤増電子言焦昌7〒呆夢鱚皿卿帷|
とはできない。                     |=
上記にかかわらず、本新株予約権付社債権者は、預託日

債の要項に定義する。)が、本社債の利息の支払に係る基準彫
)から利払日 (同 日を含む。)までの期間に当たる場合、本 |

使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本 る

、11(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その

る:当社の定める基準日又は社債、,
関連して株主を確定するた 下

る基準日と併せて「株主確定

の日 (又は当該株主確定日

ける3営業日前の日)(同 日を
日が東京における営業日でな

(同 日を含む。)までの期間に当た
きない。但し、社債、

じた新株予約権の行使に係る

された場合、当社は、本段落による

る期間の制限を、当該変更を反映するために

各本新株予約権の一部行使はできない。
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履歴事項全部証明書

東京都中央区築地三丁目16番 9号
三生信用保饉株式会社

会社法人等番号 0100-01-044224

ν
イ

商 号 中央ファイナンスサービス株式会社

三生信用保証株式会社 昭和58年 11月  1日変更

本 店 東京都千代田区大手町一丁目2番 3号 平成 12年 8月 16日 移転

平成 12年 8月 16日登記

東京都中央区築地三丁目16番 9号 平成 15年  9月  1日 移転

平成 15年  9月  1日 登記

公告をする方法

会社成立の年月日

官報に掲載する

昭和 49年 4月 1日

日 的 1 信用保護業務
2 前号に付帯する一切の業務

平成 13年  6月 27日 変更  平成 13年  6月 27日 登記

発行可能株式総数 38万 4000株

発行済株式の総数

並びに種類及び数

発行済株式の総数

10万株
平成 19年 12月 12日 変更

平成 19年 12月 13日 登記

発行済株式の総数

10万 1株
平成 20年  2月  1日 変更

平成 20年  2月  1日 登記

発行済株式の総数

20万 1株
平成 21年  2月  6日 変更

平成 21年  2月  9日登記

資本金の額 金 4億 4800万 円 平成 19年 12月 12日 変更

平成 19年 12月 13日登記

金 34億 4800万 円 平成 21年  2月  6日変更

平成 21年  2月  9日 登記

整理 番 号  へ 249931   , 下 線 のあ る もの は 棒泊 事 項 であ る こ とを示 す .      1/4



東京都中央区築地三丁目16番 9号
三生信用保薔株式会社

会社法人等番号 0100-01-044224

,7

:イ

金4億 4800万 円 平成 21年  3月 10日 変更

平成 21年  3月 10日登記

株式の議渡欄限に

関する規定
当会社の株式を凛渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならな
レヽ。

平成 18年  6月 29日変更  平成 18年  6月 30日登記

役員に関する事項 取締役     大 森 右 策
        LI成

19年  6月 28口予″

・ ●月29日就任

平成 22年  7月 2日登記

平成 19年  6月 28日重任

平成 20年  5月 31日辞年

平成 20年 6月  2日 登記

奈良県大和郡山市若槻町 87番地 72
ft表取締役   堀  純  晴

奈良県大和都山市若槻町 87番地 72
代表取締役 ~ 堀  統  疇

平成 20年

平成 20年  2月  1日 登記

平成 21年  6月 29日重任

平成 21年  7月  1日登記

平成 20年  5月 27日就任

平成 20年  6月 2日登記

平成 21年  6月 29日 退任

平成 21年  7月  1日 登記

東京都豊島区池袋本町四丁目47番 12-71
0号

代表取締役   板 倉 龍 介

平成 21年  6月 29日就任

平成 21年  7月  1日登記

整理番号 へ249931 * 下線のあるものは妹導事項であることを示す。 3ノ/4

平成 19年  6月 29日登記



東京都中央区築地三丁目16番 9号
三生信用保置株式会社
会社法人等番号 01oo― ol― o44224

|ン

′′

:[:書1慧憲F録
されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明

(東京法務局管轄)

東京法務局新宿出張所 
月25日

下 岡 守 彦

監査役    阿 部 一 郎

監査役     阿 部 一 郎

平成 17年  6月 29日 就任

平成 17年  7月  4日 登記

+&,2t+-6E29AQ,E

平成 21年  7月  1日登記

平成 22年 6月 29日 辞任

Yt&,22+ 7E 2EXF,

*rt,z2+ 6829Aff;E

平成 22年  7月  2日登記

1

大阪市中央区南久宝寺町三丁目6番 6号
平成 20年 2月  l日 設置

Yfr,z0+- 2F I EA*

薔

威 20年 2月 1日東京都港区三田三丁目5番 27号株式会社メオークから分

平成2o年  2月  1日登記
取締役会設置会社
に関する事項

監査役設置会社に
関する事項

Υ↑真み義婚言警;阜星争:
年 5月  1日登記

平成 17年法律第87号第 1
36条の規定により平成 18
年 5月  1日登記

平成元年法務省令第 15号附則第 3項の規定により
Y&l l+ sA2oa#a

へ249931   , 下線のあるものは棒消事項であることを示す.
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埼玉県狭山市営壬見 2丁目6132-2 全部事項証明書 (土地 )

＼
登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

* 下線のあるものは抹消事凛であることを示する 1           整理番号 K5885o  (

・
一・一・

一一

・一
一一一一一一

表 題 音5 (土地の表示) 調製 平成 17年 6月 22日 不動産番号 0318005123985

地図番号 E3-25■ 3-1
E3-25-3-3

筆界特定 余 白

所  在 狭山市富士見二丁目 際
~司

① 地 番 ②地 目 ③  地   積  ぷ

6132番 2

`

654 6132番から分筆
〔昭和 52年 3月 23日 〕

余 白 485 ③ 6132番 2、 6132番 4ないし6132
番 6に分筆

〔昭和 52年 5月 9日 〕

余 白 宅地 485 27 ②③昭和 52年 11月 22日 地目変更
〔昭和 52年11月 29日 〕

余 白 1余 白 ] 100 04 ③ 6132番 2: 6132番 7ないし6132
番 10に分筆
〔昭和 52年 12月 2日 〕

余 白 余 白 平成 17年法務省令第 18号附則第 3条第 2項
の規定により移記

平成17年 6月 22日     ‐.|‐ |||‐

1余 白 | 余 白 100 22 ∝誤 |‐ |‐・  ■||||■ ||‐ ||
国土調査による成果

〔平成 26年 9月 5日 〕

(所 有 権 に 関 す る 事 項 )

順位番号 の 目 的 受付年月日・受付番号

1 所有権移転 昭和 53年 4月 10日
第 11150号

原因 昭和 53年 4月 7日 売買  ■‐

所有者 狭山市富士見二丁目 13番 26号
齋 藤 一 郎
順位 2番の登記を移記

余 白 余 白 平成 17年法務省令第 18号附則第 3条第 2項
の規定により移記         ‐

平成 17年 6月 22日

つ
４ 所有権移転 令和 6年 1月 26日

第 2207号
原因 令和 4年 12月 17日 相続
所有者 狭山市大字南入曽 1048番 地の 2む
さしの園わかば

齋 藤 郁 枝

所有権移転 令和 6年 7月 1日
第 22462号

原因 令和 6年 7月 1日 売買
共有者

狭山市柏原 3613番 地の 2コ ンフォーティ
アB102
持分 2分の 1

菅 井 幸 久

狭山市柏原 3613番 地の 2コ ンフォーティ
アB102
2分の 1

菅 井 萌 生

* 「登記の目的」欄に「相続人中告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人 (所有者)の相続人からの申出に基づき

/1) 1/3

原因及びその日付 〔登記の日付〕

畑
一

余 白

余 白

権 "1‐者●そ の 他 |の |1事■墳



順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

付記 1号 3番登記名義人住所変更 令和 6年 12月 25日
第 44674号

原因 令和 6年 12月 16日 住所移転
共有者菅井幸久及び菅井萌生の住所 埼玉県狭
山市富士見二丁目 13番 25号 7

埼玉県狭山市富士見 2丁 目6132-2 全部事項証明書

* 「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人 (所有者)の相続人からの申出に基づき、

登記官が職権で、中出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

* 下線のあるものは抹ヤ肖事項であることを示す
`          

整 理 番 号  K58850 ( 1/1 )   2/3

(土地 )

権 利 部 (乙 区 )(所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 )

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１
一

抵当権設定仮登記 令和 6年 7月 1日

第 22467号
原因

債権額

利息

令和 6年 7月 1日 金銭消費貸借同日設定

金 1,605万 円
年 1・ 3%(ただし、月割計算。月未満
の期間は、年365日の日割計算)
損害金 年14・ 6%(年 365自の日割計算

卜
一瀦債 狭山市柏原 3613番 地の 2コ ンフォ
―ティアB102
菅 井
‐
幸 久

権利者 東京都千代由区神由神保町■丁目10
5番地    ‐■  |   |

共同担保 目録(ま)第 1 745号

余白抹消 余 白抹消 1余自抹7肖]

つ
４ 1番仮登記抹消 令和 6年 12月 25日

第 44676号
原因 令和 6年 10月 25日 弁済

3(あ ) 抵当権設定 令和 6年 12月 25日
第 44677号

原因 令和 6年 10月 25日 金銭消費貸借令和
6年 12月 25日 設定
債権額 金 3, 500万 円
利息 年 0・ 483%(月 害」計算とし、 1月 未
満の期間は年 365日 の日割計算 )
損害金 年 14%(年 365日 の日割計算)
債務者 埼玉県狭山市富士見二丁目13番 25
号 7

菅 井 幸 久

抵当権者 東京都港区六本木三丁目2番 1号
住信 SBIネ ット銀行株式会社
共同担保 目録(ま)第 4222号

31》 抵当権設定 令和 6年 12月 25日
第 44677号

原因 令和 6年 10月 25日 金銭消費貸借令和
6年 12月 25日 設定
債権額 金3, 060万円
利息 年 0・ 483%(月 割計算とし、 1月 未
満の期間は年 365日 の日割計算)
損害金 年 14%(年 365日 の日割計算)
債務者 埼玉県狭山市富士見二丁目13番 25
号 7

菅 井 萌 生

抵当権者 東京都港区六本木三丁目2番 1号
住信SBIネ ット銀行株式会社
共同担保 目録0第 4223号
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埼玉県狭山市富士見 2丁目6132-2 全部事項証明書 (建物 )

表 題 部   (主である建物の表示 ) 調製 医
~司

不動産番号 0318010177111

所在図番号 余 白

所 在 狭山市富士見二丁目 6132番 地 2 余 白

家屋番号 6132番 2 1余 白]

① 種 類 ② 構  造 ③ 床  面  積  ぶ 原因及びその日付 〔登記の日付〕

居宅 軽量鉄骨造陸屋根 2階建 1階

2階

１

０

４

５

５

０

４

５

令和 6年 12月 14日 新築
〔令和 6年 12月 19日 〕

所 有 者 埼玉県狭山市柏原 3613番 地の 2コ ンフォーティアB102
埼玉県狭山市柏原 3613番 地の 2コンフォーティアB102

持分 100分 の 53
持分 100分 の 47

菅 井 幸 久

菅 井 萌 生

権 利 部 (甲 区 )(所 有 権 に 関 す る 事 項)

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

1 所有権保存 令和 6年 12月 25日
第 44675号

共有者

埼玉県狭山市富士見二丁目 13番 25号 7
持分 100分の 53
菅 井 幸 久
埼玉県狭山市富士見二丁目13番 25号 7
100分の47
菅 井 萌 生

権 利 部 (乙 区 )(所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項)

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

1(あ ) 抵当権設定 令和 6年 12月 25日
第 44677号

原因 令和 6年 10月 25日 金銭消費貸借令和
6年 12月 25日 設定
債権額 金 3,500万 円
利息 年 0・ 483%(月 割計算とし、 1月 未
満の期間は年 365日 の日割計算)
損害金 年 14%(年 365日 の日割計算)
債務者 埼玉県狭山市富士見二丁目 13番 25
号 7

菅 井 幸 久

抵当権者 東京都港区六本木三丁目2番 1号
住信 SBIネ ット銀行株式会社
共同担保 目録0第 4222号

抵当権設定 令和 6年 12月 25日
第 44677号

原因 令和 6年 10月 25日 金銭消費貸借令和
6年 12月 25日 設定
債権額 金 3, 060万円
利息 年 0・ 483%(月 割計算とし、 1月 未
満の期間は年 365日 の日割計算)
損害金 年 14%(年 365日 の日割計算)
債務者 埼玉県狭山市富士見二丁目 13番 25
号 7

菅 井 萌 生

抵当権者 東京都港区六本木三丁目2番 1号
住信 SBIネ ット銀行株式会社
共同担保 目録(ま)第 4223号

* 「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人 (所有者)の相続人からの申出に基づき

登記官が職権で、申出があった相続人の住所 。氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す| 整理番号 K58852 ( 1/1 ) 1/2



共 同 担 保 目 録

記号及び番号 (ま)第 4222号 調製 令和 6年 12月 25日

番  号 担保の目的である権利の表示 順位番号 予 備

1 狭山市富士見二丁目 6132番 2の土地 3(あ ) 「莉

2 狭山市富士見二丁目 6132番 地 2 家屋番号
6132番 2の建物

1(あ ) 繭

3 狭山市富士見二丁目 6132番 4の土地
菅井幸久、菅井萌生持分

5(あ ) 1余 白 |

埼玉県狭山市富士見 2丁 目6132-2

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。

(さ いたま地方法務局所沢支局管轄)

令和 7年 1月 30日
東京法務局新宿出張所

全部事項証明書

宮 崎 久 昭

(建物 )

登記官

* 「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人 (所有者)の相続人からの申出に基づき、
登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。 整理番号 K58852 ( 1/1 )

共 同 担 保 目 録

記号及び番号 (ま)第 4223号 調製 令和 6年 12月 25日

番 号 担保の目的である権利の表示 順位番号 予 備

1 狭山市富士見二丁目 6132番 2の土地 31》 余 白

つ
ん 狭山市富士見二丁目 6132番 4の土地
菅井幸久、菅井萌生持分

50) 「荼百 ]

3 狭山市富士見二丁目 6132番 地 2 家屋番号
6132番 2の建物

■     1     ‐ ■ |二■ 1.=.. ‐  ‐     ■   ― ′ t i

余 白



各 階 平 面 図 6132番 2

1階

求  積  表
5711×  6626   =  37841086
1220×  2966   =   3618520

合 計   41459606
床面積   4145 ■

2階

求  積  表
2966×  3050   =   9o46300
5711×  3660   =  20902260
6931×  2966   =  20557346

合 計   50505906
床面積   5050 耐

(単位 :m)
(単位 :m)

狭 山市 富 士 見 二 丁 目 6132番 地 2

茂木 健二 鷹不::rttfIIょ辞』
菅
菅


